
 

 

 

 

 

 

              

 

      

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要な書類等 

新規申込 継続申込 

町内会 町内会以外 10 割減免 5 割減免 

①減免登録申込書（センター用意） ○ ○ ○ ○ 

②会則 ― ○ ― ○ 

③事業計画書（直近のもの） ― ○ ― ○ 

④名簿（氏名・住所記載の最新のもの） ― ○ ― ○ 

⑤減免登録証の写し(コピー) ― ― ○ ○ 

⑥利用者カード ○ ○ ○ ○ 
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           令和２年２月１日発行 
         （公財）仙台ひと・まち交流財団 

仙台市柏木市民センター 

〒981‐0933 青葉区柏木 3 丁目 3‐1 

TEL:233‐8066／Fax:233‐8484 

 Eメール：kasiwagi-siminc@hm-sendai.jp 

 

  

 

■登録受付期間：令和２年 2 月７日(金)～2 月 2８日(金) 
 

 ※減免登録証の減免区分が 2～5 項に該当する 10 割減免の団体は継続申請不要です。 
 ※地域利用団体登録届出書を提出する場合は、減免登録申込書と合わせて提出してください。 

 

【申込みに当たっての留意点】 

(１)減免登録申込書は主に利用を予定している市民センターに提出してください。 

(２)減免登録書に記載された「会の目的・活動内容」で市民センターを使用する場合に使用料が免除さ 
れますので、具体的な活動内容をご記入ください。 

 (３)期間内に減免登録手続きが行われない場合、令和２年度 6 月分以降の利用について使用料が 
減免されない場合がありますのでご注意ください。 

ホール個人使用日の 
受付方法の変更について 
 

 柏木市民センターでは、毎月第 4日曜と祝日を 
「ホールの個人使用日」としており、毎回たくさん 
の方にご利用いただいております。昨年から、特に 
午前 9 時時点の受付が混みあうようになったため、 
2020 年 4 月 1 日より、受付方法を次のように変更 
します。 
何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願 

いいたします。 
 
＜変更点＞午前 9 時時点で 3組以上のご希望がある 

場合は抽選になります。 
＊その後の時間の受付は、これまで通りです 
＜開始時期＞ 2020 年 4 月の個人使用日から 
 

 

  

 

  

 

 

 

「 仙 台 伝 統 も の づ く り 塾 
―仙台のお菓子とお茶の文化―」 

参 加 者 決 定 ！ 
2 月 7 日（金）から 4 回にわたって開催

する「仙台伝統ものづくり塾―仙台のお菓
子とお茶の文化―」は大変好評で、募集人
数 20 人に対し、大幅に上回る応募があっ
たため、1 月 17 日（木）に仙台伝統もの
づくり塾実行委員会長の川島氏の立ち合い 

のもと抽選で参加者を決 
定しました。       

        講座の様子は市民セン 
       ターだよりやホームペー 
       ジで、お伝えしていく予 
       定です。 

 

 

tel:233‐8066／Fax:233‐8484


 

 

 

      

 

 

  

 

    

 

 

                 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

市民活動室の利用について 

■「印刷機」･･･１原稿１００円（用紙は持参下さい） 

減免（10 割・5 割）を承認されている団体が 

印刷機を使用できます（減免証持参） 

■団体内部打合わせ・小会議などにも使用できます 

（譲り合ってのご利用をお願いしています） 

この紙はリサイクルできます 

 

 

≪市民センターからのお知らせ≫ 
■施設利用の申込み（窓口） 

※インターネット等申込みの場合は、別途ご確認ください 

・２月 ２日（日）～  9 日（日）     ４月分「抽選確定」期間 

・２月１１日（火）～          ４月分「空き室」申込開始 

・２月１６日（日）～ ２９日（土）   ５月分「抽選」申込期間 

■２月の市民センター「休館日」 

・３日(月)・１０日(月)・12 日（水）１７日(月)・２５日(火) 

■２月の「ホール個人使用日」９：００～１６：３０ 

・１１日（水） ・２３日（日） 

 2 時間単位：一般 240 円・小中学生 120 円 

※卓球・バドミントン・バスケット・体操等、用具はご持参ください。 

◆「資源回収庫」9:00～16:30（新聞・雑誌・段ボール・洗った衣類） 

※休館日にはご利用いただけません。 

◆「乾燥生ごみ回収」9:00～17:00（窓口で受付） 

※休館日にはご利用いただけません。 

 柏木市民センターでは皆様の市民活動を支援するため、減免承認を受けた団体に市民活動室のロッカー

の貸し出しを行っています。希望される団体は窓口で申し込みを行ってください。申し込み多数の場合、

抽選となります。結果は 3／２１(土)までにご連絡いたします。 
■対象 減免登録証をお持ちの団体 

■ご利用期間  1年間（令和２年 4／1～令和３年 3／３１迄） 

■申込方法 2／７(金)～２／２８(金)の間に申込用紙を提出してください 

申込用紙は窓口で配布しています。（※継続希望の団体も手続きが必要です。） 

 

 

 

透明な袋に入
れてお持込み
ください 

【地域情報】 

第一中学校で地域学習の授業が 
行われました。 

1 月 16日（木）仙台市立第一中学校で、地
域のことを学ぶ授業が行われました。 
生徒達は、グループに分かれて、雀踊りや石

工などの八幡町にゆかりのあるテーマについ
て、地域の方からお話を聞きました。 
四ツ谷用水の授業では、八幡地区を流れる水

路や沢など河岸段丘が作った自然の水の道と、
人の手で作り上げた人工の水路である四ツ谷
用水を、対比しながら学習していました。 
柏木市民センターでは、16 日の学習に合わ

せ、以前講座で作成した地形模型図やジオラ 
マを、中学校の昇降口 
に展示させて頂きま 
した。 
これらの模型は通常 
は市民センターのロ 
ビーでご覧いただけ 
ます。 
 

柏梁学院 第 9 回 1 月 8 日（水）開催 
「ふるさとの地名いろいろ」 

講師 日本地名研究所 理事 太宰 幸子 氏 

柏梁学院第 9 回は、学院生による自主企画講座

でした。地域の地名について学ぼうと太宰幸子氏

を講師としてお呼びしました。宮城県の地名の特

徴や地元のへくり沢にある疱瘡
ほ う そ う

神
が み

や瀬田谷不動尊

の名前の由来など大変興味深い講話で、受講生か

らは「時間があっという間に過ぎた。」「続編も企

画したい。」という感想がありました。 

 



 

 

 

  

 


